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５ 悪臭に係る規制基準 

左欄に掲げる区域の区分ごとに、中欄及び右欄に掲げる区分ごとの臭気指数とする。なお、気

体排出口における許容限度は、悪臭防止法施行規則（昭和４７年総理府令第３９号）第６条の２に

定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度とする。） 

許容限度 

地域の区分 

工場等敷地境界線における臭

気指数 

排出水の臭気指数 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

１２ ２８ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

用途地域の定めのない地域 

１３ ２９ 

工業地域 

工業専用地域 

１４ ３０ 

備考 

１ 「臭気指数」とは、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成７年環境庁告示第６３号）に

定める方法とする。 

２ 市街化調整区域並びに第１種低層住宅専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住

居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、田

園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項及び同法第８条第１項第１号の規定により定められ

た区域及び地域をいう。 

 


